








平成11年6月に施行された「男女共同参画社会基本法」では、「性別にかかわりなく、その個性と能力

を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている」と男女共同参画社

会の実現を21世紀のわが国社会を決定する最重要課題として位置付けました。

これを契機として、豊田市においても平成12年「とよた男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参

画社会の実現にむけた取組を推進してきました。

5年間の取組によって、市民の中にもわずかずつではあっても男女共同参画社会に向けた行動と意識が

みられるようになってきました。しかし、法の下の平等として憲法にうたわれ、各種の法律や制度の中に

位置付けられていても、これを社会に深く根づかせ、事実上の完全な平等を達成されるには至っていませ

ん。

21世紀を生きる私たちの生活が、だれにとっても健やかであるために、今私たちは、従来のあり方に

とどまらない多様な生き方を自ら決定し、互いの生き方を認めあい、改めて「人と人との絆」を見つめな

おしつつ、誰もが安心し伸びやかに生活できる社会を構築していきたいと考えています。

その実現が、私たち豊田市民にとっての男女共同参画社会であると考えています。

（1）世界・国の動き

世界における男女共同参画社会形成への動きは、昭和50（1975）年の「国際婦人年」を契機に、女

性の地位向上に関する取組から始まっています。

平成7（1995）年、北京で開催された第4回世界女性会議（北京会議）では、女性のエンパワーメン

トに関する具体的な行動指針として位置づけられた「行動綱領」が採択されました。ここでは、平成12

（2000）年に向けて優先的に取り組むべき分野が示され、各国は、平成8（1996）年までに行動計画

を策定することが求められました。また、平成12年にニューヨークで開かれた女性2000年会議では、

「北京行動綱領」採択後5年間の実施状況について検討・評価が行われ、北京会議で採択された行動綱領の

一層の推進に向けて、「北京宣言及び行動綱領実施のための更なる行動とイニシアティブ」が採択されま

した。

日本においては、昭和50（1975）年の世界女性会議（国際婦人年世界会議）を受ける形で、昭和52

（1977）年の「国内行動計画」策定から取組が始まり、世界女性会議の採択内容に応じ、プランを策定・

改訂してきました。特に、第4回世界女性会議後は、「行動綱領」を受け、平成8年12月に「男女共同参

画2000年プラン」を策定するとともに、平成11（1999）年4月1日には、「男女雇用機会均等法」、

「労働基準法」、「育児・介護休業法」の改正を行いました。

また、同年6月には、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とした「男女

共同参画社会基本法」が成立・施行されました。同法の成立を受けて、平成12年には、女性2000年会

議の成果も取り入れて、「男女共同参画基本計画」が策定されました。さらに平成13（2001）年の中央省

庁改革では、それまでの総理府男女共同参画室は男女共同参画局へ、男女共同参画審議会は内閣府男女共
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同参画会議へと、その機能は格段に強化され、男女共同参画社会の実現に向けて取組が進められています。

平成13（2001）年、女性に対するあらゆる暴力の根絶を目的とした「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する法律」（DV防止法）が成立しました。その後、暴力根絶に向けた取組の一層の促進

に向けて、平成16（2004）年に「配偶者からの暴力」の定義の拡大、保護命令制度の拡充、市町村に

よる配偶者暴力相談支援センターの業務の実施などを盛り込んだ改正が行われています。

平成15（2003）年には労働基準法が改正され、契約期間の上限の延長、解雇理由の明示、裁量労働

制導入の要件緩和などが盛り込まれました。平成17（2005）年4月からは、育児休業及び介護休業の

対象労働者の拡大、育児休業期間の延長、介護休業の取得回数制限の緩和、子の看護休暇の創設などを盛

り込んだ「改正育児・介護休業法」が施行されました。

さらに、平成15（2003）年7月に成立・公布された「次世代育成支援対策推進法」により、次代の

社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるため、

国や地方公共団体による取組はもとより、301人以上の労働者を雇用する事業主は、平成16（2004）

年度末までに「一般事業主行動計画」を策定し、平成17（2005）年4月1日以降、速やかに届け出るこ

とが義務づけられました。雇用する労働者が300人以下の事業主は、同様の努力義務があると定められ

ています。

（2）愛知県の動き

愛知県では、国が昭和62（1987）年5月に策定した「西暦2000年に向けての新国内行動計画」を

受け、平成元（1989）年10月、女性行動計画「あいち女性プラン」を策定し、平成12（2000）年

に向けて、実質的な男女平等社会の実現を目標に、女性の自立や社会参画を促進するための基本的なあり

方を明らかにしました。

平成8（1996）年5月、愛知県女性総合センター「ウィルあいち」を開館し、平成9（1997）年に

は、「あいち女性プラン」の進捗状況を点検するとともに、残された3年間に果たすべき課題等を明らかに

した上で、その取組の基本方向を明らかにした「あいち男女共同参画2000年プラン」を策定しました。

さらに、「あいち男女共同参画2000年プラン」の計画期間が終了する平成13（2001）年には、プ

ラン策定後の状況変化をふまえ、さらに国における男女共同参画基本計画に沿う新たな計画として、「あ

いち男女共同参画プラン21～個性が輝く未来をめざして～」が策定されています。

（3）豊田市における今までの取組

豊田市では、愛知県の取組にさきがけて、昭和58（1983）年に「豊田市婦人行政行動計画」を策定

して以来、昭和60（1985）年には「女性活動センター」を設置、平成2年（1990）年には「第二次

とよた女性プラン」を策定、さらに平成12（2000）年には「とよた男女共同参画プラン（クローバー

プラン）」を策定するなど、男女共同参画社会の実現に向けて、積極的に取り組んできました。平成13年

度には女性活動センターをリニューアルし、男女共同参画推進の拠点施設として「女性センター」をオー

プンしました。

平成17（2005）年には豊田市と周辺6市町村の合併により新「豊田市」が誕生することをうけて、

また、クローバープラン策定後の社会状況の変化等をふまえ、「とよた男女共同参画プラン」を改定する

とともに、施設も「とよた男女共同参画センター」に名称変更しました。
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〈男女共同参画社会形成への動き（年表）〉
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平成12年に策定した「とよた男女共同参画プラン～クローバープラン」では、男女共同参画社会を実

現するために、4つのライフステージに分け、そのステージに応じた男女共同参画社会の目標と施策を展

開してきました。

〈クローバープランにおける4つのステージ〉

豊田市における男女共同参画社会実現のための取組3
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このように4つのステージごとに施策を実施していくことで、私たちは次のような男女共同参画社会の 実 

現を目指してきました。 

新 し い 命 を は ぐ く み 
育 て る 段階 

培 っ て き た 知 識 や 知 恵を 
後 世 に 伝 え る 段階 

子 ど も が 成 長 す る 段階 社 会 に 羽 ば た く 段階 

命 を は ぐ く む 
（重 点目 標 ） 

老 いを 生 き ・ 
老 いを 支 え る 

個を 尊 び ・ 
育 て る 

共 に 働 き ・ 
共 に 生 き る 

誕 生
 し て く

 る 一 つ の
 命 を 、 自 助 、 互 助 、 公 助 の 意 識 の も と に 受 け 入 れ る 社 会 

豊 か な
 個 性 を も っ た

 子 ど も た ち を 健 や か に 育 む 社 会 
自 立 し た

 男 女 の 共 働 化 が 主 体 的 に 行 わ れ る 社 会 
高 齢 期 に も

 生 き が い と 安 心 を 持 て る 社 会 

この社会に誕生する一つの命は、豊田市全体の大
切な財産です。市民一人ひとりが、生まれ来る命
の尊さを自覚し、全ての人が自助・互助・公助の意
識をもって命をはぐくんでいきます。また、母体と
心の健康を維持するために、本人ばかりでなく、家 
　　　庭、企業、地域社会等が気遣える社会づくり 
　　　を進めます。 

高齢者自身が社会の構成員として社会生活全般
に能力を発揮し、活動の場が提供されるような社
会づくりを進めます。また、高齢社会をささえる個
人や家族、地域社会が互いに協力し、支えあうた
めの地域互助・共助の気運を高めることによって、
要介護高齢者や独居高齢者が安心感を持 
てるような社会をめざします。 

　　　　　　　次代のために、子どもたちが、ジェ 
　　　　　　　ンダーに敏感な視点を持って互い 
　　　の人権を尊重し、自立した個人となるよう育 
　　　成していきます。一方で、大人たちが築いて
きた社会を見直し、次世代を築く子どもたちが性別
によって差別されることなく、個性と能力を発揮し、
生き生きと活動し働くことのできる社会環境を用
意していきます。 

生涯にわたる心と体の健康の維持、 
人権に対する理解、家庭や職場な 
どにある性別役割分業意識の見直し等に努 
め、個人の持つ能力や個性が発揮できる社 
会、さまざまな活動への参画機会が男女ともに等
しく確保される社会、あらゆる分野における男女の
共働化が主体的に行われような社会を構成します 



豊田市では、平成12年に策定した「とよた男女共同参画プラン」に沿って、男女共同参画社会の実現

に向けて様々な取組を推進してきました。これにより、男女共同参画社会に対する市民の関心や理解は高

まりつつあります。しかし、一方で、家庭や職場、地域活動など多くの場面においては、未だ固定的な性

的役割分業意識が残っており、男女共同参画社会の実現に向けて取り組むべき課題が残されています。

ここでは、平成15年度に実施した「豊田市男女共同参画に関する意識調査」の結果について、平成10

年度の同調査や内閣府男女共同参画局「男女共同参画社会に関する世論調査」の結果と比較しながら、と

よた男女共同参画プランのステージごとに豊田市の現状を把握し、男女共同参画社会の実現に向けて今後

取り組むべき問題点を明らかにしました。
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（1）「命の大切さ」に対する意識の共有

女性には妊娠・出産のしくみが備わっています。しかし、「命をはぐくむこと」は女性だけの問題では

なく、男性も等しく子どもの命を愛おしみ、育てていく権利を有します。生まれくる「命の大切さ」につ

いて学び、妊娠・出産、子育てへの理解を深め、相互に協力できる夫婦の関係、家庭をつくることが必要

です。さらに、子どもは社会にとっても大切な財産です。子育てを女性や夫婦、家庭にだけに負わせるこ

となく、互助・公助によって共にはぐくめる地域社会でありたいものです。

そのためには、命の大切さを学び、市民全てが新しい命を大切に育もうとする共通の意識が必要です。

豊田市の現状をみると、「『命の大切さ』を考えるための学習」は、約 7 割の人が重要な施策と考えてい

ます。また、「男性が子育てに関して学べる機会」も現状のままでは不十分であると考えられています。

男性も女性も命の大切さについて学び、生まれくる新しい命を健やかに育めるような社会の土台づくり

が必要です。

〈「命の大切さ」を考えるための学習機会の現在の状況と重要度〉

注 1 ）図中のN値は、調査対象者数を表す。
注 2 ）図中平成10年、15年とあるのは、それぞれの年度に行った「豊田市男女共同参画に関する意識調査」、特別な注意書きが無いものは平成15

年度の調査結果である。

100％ 

現状 
「命の大切さ」を考えるための学習 
（N＝806） 

「命の大切さ」を考えるための学習 
（N＝1,340） 

施　策 
重要度 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 

31.3 41.3 27.4

66.8 27.2

6.0

良い 

普通 

悪い 

高い 

普通 

低い 

ステージ1の目標は、「命をはぐくむ」です。

この社会に誕生する一つの命を豊田市全体の大切な財産と考え、市民一人ひとりが、生まれ来る命の尊

さを自覚し、自助・互助・公助の意識を持って互いを尊重できる社会づくりに取り組んできました。また、男

女が共同しながら、安心して子育てができるような地域づくりに取り組んできました。
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ステージ 1 命をはぐくむ


